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                             千広給第３２７号の１  

                             令和元年８月２日  

  

 関係者各位 

 

                   千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課長  

 

 

   はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する 

支給申請書等の提出の際の注意事項について 

 

 平素より千葉県後期高齢者医療制度の運営に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、当広域連合では、平成３１年４月１日より受領委任の取扱いを開始しております。 

 受領委任制度では、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養

費に関する受領委任の取扱いについて」（平成３０年６月１２日保発第０６１２第２号通

知）で定められた申請様式により請求していただくことになっております。 

 旧様式と比較すると申請書の上部に「給付割合」等の枠、施術内容欄に一部負担金及び

請求額などが新たに追加されており、記載事項の不足などによる申請書等の返戻を防ぐた

め、当広域連合のホームページに記載した新様式を利用してください。 

 令和元年１０月施術分より、受領委任に対応していない場合（追加された項目の記載が

ない場合、代理受領として請求があった場合や厚生局から付番された登録記号番号の記載

のない場合など）は、返戻させていただきます。 

 また、療養費の請求に当たっては、下記の事項についてご留意いただき、受領委任制度

への移行、療養費の円滑な審査の実施にご協力いただきますようお願いいたします。 

 なお、厚生労働省のホームページにおいても受領委任制度に係る厚生労働省通知、疑義

解釈等が掲載されておりますので、併せてご確認ください。 

 

記 

 

１ 申請書等の提出に当たっての注意事項 

(1)  申請書等の綴り方 

   当広域連合では、審査支払業務を迅速かつ正確に遂行する必要があるため、市区町

村ごとに申請書を綴り文書管理をしております。 

   つきましては、療養費の請求に当たっては、別添イメージの順に書類を整え提出く

ださいますようお願いいたします。 

(2)  提出先 

   ア 平成３１年３月以前の施術分 各市区町村後期高齢者医療担当課へ提出 

   イ 平成３１年４月以降の施術分 

(ｱ) 受領委任分 千葉県国民健康保険団体連合会業務第二部業務課療養費係へ提出 

      （〒２６３－８５６６ 千葉市稲毛区天台６丁目４番３号） 

(ｲ) 受領委任分以外の施術分 各市区町村後期高齢者医療担当課へ提出 
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２ 申請に必要な申請書類及び注意事項 

 
 様式名 提出義務 注意事項 

１ 療養費支給申請総

括票（Ⅰ）、（Ⅱ） 

必須 ◎「受領委任分の申請書等の綴り方」を参考

に、はり・きゅうとあんまマッサージにそ

れぞれ療養費支給申請総括票（Ⅰ）及び

（Ⅱ）を両方とも提出してください。 

◎療養費支給申請総括票（Ⅱ）は、「市区

町村名」及び「保険者番号」の欄を設け

ております。そのため、申請書は市区

町村ごとにまとめていただき、市区町村

ごとに添付してください。 

◎件数は申請書の枚数と、費用額は施術証

明欄の合計の合算の金額と一致するよう

にしてください。 

２ 療養費支給申請書 必須 ◎後期高齢者医療一般、低所得の場合は「８

高外９」、後期高齢者医療７割給付の場合

は「０高外８」を〇で囲んでください。 

◎「給付割合」欄は、１割負担の方は「９」

を〇で囲み、３割負担の方は記入の必要

はありません。 

◎「施術証明欄」の登録記号番号欄は、免

許証番号ではなく厚生局から付番された

登録記号番号（１０桁）を記入してくださ

い。 

 

 
 

 

 
 

 

 

            

            
           

 

（１割負担の場合） 

（３割負担の場合） 

 

                       
施術管理者の氏名等を記載してください。 

                       厚生局から付番された登録記号番号を
記入してください。 
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３ 同意書または診断

書 

必須（同意期間中

最初の施術月の

申請書に併せて

原本を添付） 

◎筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮以外の医療上マ

ッサージを必要とする症状がある場合

は、「症状」欄の３段目の「その他」欄に、

当該症状と該当する部位が記入されてい

るか確認してください。 

◎同意日が平成３０年１０月１日から療養

費の支給可能な期間が６か月になりまし

た。なお、同意日が平成３０年９月３０日

までのものは従来どおり３か月となりま

す。 

 また、あんまマッサージ指圧の変形徒手

矯正術については、従来どおり１か月で

す。 

４ 往療内訳表 往療料を算定し

た場合は必須 

 

５ １年以上・月１６

回以上施術継続理

由・状態記入書 

必須（初療の日か

ら１年以上経過

し、かつ、１か月

の施術を受けた

回数が１６回以

上の者について

作成し、原本を添

付） 

 

６ 施術報告書の写し 施術報告書交付

料を算定した施

術月の申請書に

添付 

◎施術報告書交付料は、療養費の支給可能

期間（６か月）の最終月（暦月）の施術に

おける状況等を施術報告書に記入し同月

中に交付した場合に支給できます。 

 例えば、支給可能な期間が１月末までで

あり、１月中旬に施術報告書が交付され、

１月下旬に同意書が交付された場合、施

術報告書の写しは１月分の申請書に添付

し、同意書の原本は２月分の申請書に添

付してください。この場合の施術報告書

交付料は１月中旬の施術報告書の写しを

添付の上、１月分の支給申請書で算定す

ることになります。 
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                          問い合わせ先 

                           給付管理課 

                           ０４３－２１６－５０１３ 


